
 

療 養 病 床 回復期リハビリテーション病棟 

事業名 

《ハード面の支援策》 療養病床整備費補助事業 《ソフト面の支援策》 療養病床機能強化研修事業 回復期リハビリテーション病棟施設設備整備事業 

実施年度 平成２０年度～ 平成２１年度～ 平成２１年度～ 

予 算 額 [H20 年度] ３．２億円 、 [H21 年度] ５．８億円 [H21 年度] ３百万円 [H21 年度] ７６百万円 

目  的 

 

患者の療養環境の改善を図るとともに、都における療養

病床の整備を促進することを目的とする。 

 

医療療養病床を有する医療機関が、より広範な患者ニ

ーズに応える上で実施可能な治療メニューを増やし、受

入対象患者層の範囲拡大に伴う療養病床の質の向上を

図ると共に、医療機関の療養病床整備への意向を促す。 

 

 

回復期リハビリテーションを必要とする患者の医療確保と

ともに、リハビリテーション医療の体系的整備を図る。 

事業概要 

 

療養病床の整備を行うために必要な改修、改築及び新

築等に要する工事費又は工事請負費に対する補助 

 

◇補助対象        

都内病院及び診療所の開設者（公立を除く） 

 

◇補助額等  

〔基準額〕   

…整備前後の療養病床数を比較して増加した病床数に

以下の基準単価を乗じた額 

・改修 2,650 千円／床 

・改築 6,360 千円／床 

・新築 5,300 千円／床 

 

〔補助率〕  １／２ 

 

《目標値：平成２４年度末時点での都内療養病床数》 

〔東京都医療費適正化計画〕（平成20年3月策定） 

にて設定 〔 

療養病床数 計 

うち 

医療療養病床 

うち 

介護療養病床 

平成18年 

10月現在 

21,033床 13,122床 

（1,202床） 

7,911床 

平成24年度

末目標値 

２８，０７７床  

※ （ ）内は回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床数 

 

 

急性期を脱した後も医学的管理を必要とする患者層の

多様な病状に対応できるよう、療養病床の機能向上につ

ながる治療メニューへの取組を促すための研修 

 

◇研修事業委託先 … 社団法人東京都医師会 

 

◇対象 

・医療療養病床を有する医療機関の医師、看護師、 

その他コメディカル等 

・病院院長、看護部長、事務長などマネジメント層 

 

◇研修内容 

《テーマ（例）》 

  ・末期がん患者の新たな受け皿としての「疼痛緩和」 

  ・在宅療養患者（福祉・介護施設入所者を含む）から

の容態急変時の一時受入 

（緊急だが重篤ではない病状への対応） 

 ・認知症患者の身体症状（発熱、軽い肺炎、不穏な

ど）への対応 ほか 

 

《研修の特徴》 

・技術の習得コースだけでなく、院長、看護部長、事務

長らの病院経営者層を対象とした研修も実施し、病

院運営方針への反映を促す 

 

 

回復期リハビリテーション病棟を開設するために必要な施

設・設備整備費の補助（施設整備は新築、改築、改修） 

 

◇補助対象 

都内の病院の開設者であって、施設基準上の「回復期

リハビリ病棟」の要件を満たす病棟を整備できる者 

 

◇補助額等  

〔基準額〕 

…施設整備：整備対象病床数に以下の基準単価を乗じ

た額 

・改修 ２，６５０千円／床 

・新築 ５，３００千円／床 

・改築 ６，３６０千円／床 

 

…設備整備 

  ・基準単価：１０，５００千円／所 

 

〔補助率〕  １／２ （施設整備、設備整備とも） 

 

 

療養病床・回復期リハビリテーション病棟の整備 急性期を脱した後の医療提供体制の整備 

資料１０－１ 


